
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日向市初期救急診療所受診者ファイル 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿部 健康増進課 

個人情報ファイルの利用目的 
日向市初期救急診療所における診療・調剤記録のために

利用 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、６保険証

情報（国保・社保 等）、７公費情報（生活保護・重度障害・

乳幼児 等） 

記録範囲 開設以降受診した者 

記録情報の収集方法 保険証の提示及び診療内容 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有   ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナワクチン予防接種台帳 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 
予防接種法に基づく新型コロナワクチン予防接種の接

種券発行、接種実績を管理する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、６

個人番号、７接種券番号、８接種履歴 

記録範囲 ワクチン接種対象者 

記録情報の収集方法 本人、他自治体、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
無 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
無 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 予防接種管理台帳ファイル 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康長寿部 健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 
予防接種法に基づく定期予防接種の実施及び接種履歴

の管理を行うため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４個人コード、５住所、６接種

ワクチン、７接種日、８接種医療機関 

記録範囲 市が実施する定期予防接種の接種者及び対象者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
無 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 成人検診台帳 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 
健康増進法に基づく市民の健康維持及び病気の早期発

見のため、検診を実施し、その結果等を記録・保存する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４個人コード、５住民登

録地、６健診機関名、７家庭状況、８職業、１０健康診

査以外で入手した身体情報 

記録範囲 
市内に住所を有するがん検診受診者、結核検診、肝炎ウ

イルス検診、歯周疾患等検診受診者 

記録情報の収集方法 本人、検診実施医療機関、精密検査実施医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
検診の結果、受診勧奨訪問記録、精密検査の結果 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
無 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康診査 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 
健康増進法に基づく市民の健康維持及び病気の早期発

見のため、健診を実施し、その結果等を記録・保存する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４個人コード、５住民登

録地、６健診機関名、７家庭状況、８職業、１０健康診

査以外で入手した身体情報 

記録範囲 
１９歳から３９歳までの日向市民。40歳以上の生活保護

受給者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
健康診査の結果、指導内容 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
無 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定健康診査・特定保健指導台帳 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、特定健診等

の結果を記録し、特定保健指導への活用及び特定保健指

導結果等の管理 。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４個人コード、５住民登録地、 

６国民健康保険被保険者証記号番号、７健診機関名、８家庭

状況、９職業、１０健康診断以外の方法で入手した身体情報 

記録範囲 

特定健康診査受診者、保健指導対象者特定健診対象者 

（４０歳から７４歳までの日向市国民健康保険の被保

険者） 

記録情報の収集方法 本人、国保連合会、医療機関、健診機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
健康診査の結果、病歴、診療・調剤・指導内容、 

記録情報の経常的提供先 国保連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
無 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60 条第 2 項第

２号 

（ マ ニ ュア ル 処 理

ファイル） 
政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル  □有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 
作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者健診・保健指導台帳 

行政機関等の名称 日向市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 

健康増進課  

個人情報ファイルの利用目的 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する

後期高齢者の健康診査及び特定保健指導結果を記録

し、情報管理を図る。 

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４個人コード、５住民登録

地、 ６後期高齢者被保険者番号、７健診機関名、８家庭

状況、９職業、１０健康診断以外の方法で入手した身体情

報 

記録範囲 長寿健診受診者（７５歳以上の日向市後期高齢者医

療の被保険者） 

記録情報の収集方法 本人、後期高齢者医療広域連合、医療機関、健診機

関 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

健康診査の結果、病歴、診療・調剤・指導内容、 

記録情報の経常的提供先 後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

総務部 総務課  

883－8555 宮崎県日向市本町 10番５号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第

２号 

（マニュアル処理ファ

イル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル  □有  ☑

無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 

含まない 

備 考 作成年月日：令和５年４月１日  

最終更新日：令和６年４月１日 


